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★「議員提出条例案」と「飯塚市自然環境保全条例」との照合  

議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（目的） 

第 1条 この条例は、太陽光発電施設が自然環境及び生活環境に与える影

響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な

事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域

住民等の安全な生活と本市の環境の保全に寄与することを目的とする。  

 

 

 

（基本理念） 

第 2条 本市の自然環境及び生活環境は、市民の長年にわたる努力により

形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産

として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、

市民の意向も踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。 

 

 

 

（定義） 

第 3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備（送電に

係る柱その他規則で定める設備を除く。)をいう。 

(2) 特定施設 発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設(次のいずれか

に該当するものを除く。)をいう。 

ア 建築物（建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 2条第 1号に規定する

建築物をいう。）の屋根、壁面又は屋上のいずれかに設置するもの 

イ 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの 

(3) 特定事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 特定施設の設置（設置に伴う木竹の伐採、切土、盛土その他の造成工事

を含む。以下同じ。）を行う事業 

イ 特定施設を維持管理する事業 

  ウ 特定施設の廃止（電気事業者その他の者への電気の供給を終了すること

をいう。）に関する事業（特定施設の撤去その他の特定施設を廃止した後

に必要となる措置を含む。以下同じ。） 

(4) 事業者 特定事業を実施する者（国、地方公共団体その他規則で定める者

を除く。）をいう。 

(5) 事業区域 特定事業の用に供する土地の区域をいう。 

(6) 周辺関係者 特定事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認め

られる者をいう。 

(7) 大規模特定事業 特定事業のうち、事業区域の面積が 5ヘクタール以上の

ものをいう。 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、自然環境の変化が市民の生活環境に対する不安を招いている現状にかんがみ、

市と市民が連携して、自然環境に重大な影響を及ぼす事業活動を未然に防止することにより、自然

環境を保全し、もって安全な生活環境を守ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 森林を開発する事業 

イ 岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する事業 

ウ 土砂(岩石及び砂利を含む。)による埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う事業 

エ 廃棄物の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う事業 

オ アからエまでに掲げるもののほか、生活環境に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める事業 

 

 

『市民の安全な生活環境を守る』という目的は、同

じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市条例は、太陽光発電事業に特化した条例ではな

いものの、全国的な状況を見れば、森林を開発し

て発電事業を行うことが多く、事業実施に際して

は、市条例第2条に規定されている。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（市の責務） 

第 4条 市は、第 1条に定める目的及び第 2条に定める基本理念にのっと

り、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を実施す

るものとする。 

 

 

 

 

 

（事業者の責務） 

第 5条 事業者は、特定事業の実施に当たっては、次項及び第 3項に定め

るもののほか、関係法令を遵守するとともに、災害の発生の防止並びに

良好な自然環境及び生活環境の保全のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 事業者は、特定事業の実施に当たっては、施設基準（次に掲げる事項

について規則で定める基準をいう。）に従わなければならない。 

(1) 特定施設の設置に伴う災害の発生の防止に関する事項 

(2) 特定施設の構造の安全性に関する事項 

(3) 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の

保全に関する事項 

(4) 特定施設の維持管理の方法及び特定施設を廃止した後において行う

措置に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、第 1条の目的を達成するために必要が

あると認められる事項 

3 事業者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に

掲げる費用を確保しなければならない。 

(1) 特定施設の維持管理に要する費用 

(2) 特定施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理を

するために必要な費用（以下「廃棄等費用」という。）その他の特定施

設の廃止に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (市の責務) 

第3条 市は、自然環境の保全及び安全な生活環境を守るために必要な施策を総合的に実施しなけれ

ばならない。 

2 市は、この条例の施行に関し、情報の公開に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

（事業者の責務) 

第 4条 事業者は、前条第 1項の施策に協力し、周辺住民に対する当該事業の説明に努めなければな

らない。 

2 事業者は、常に生活環境の安全に影響が生じないように注意するとともに、その影響が生じ、又は

そのおそれがあるときは、自らの責任において、直ちに適切な措置を講じなければならない。 

 

 

 

目的にのっとり、関係法令に必要な措置（施策）を

実施することは同じである。 

かつ、市条例には「情報の公開」に努めるよう、さ

らに規定されている。 

 

 

 

 

 

事業者は、関係法令を遵守することはもとより、

事業実施にあたり、周辺住民の生活環境の安全に

影響が生じないよう適切な措置を講じることは同

じであると考える。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（市民の責務） 

第 6条 市民は、第 1条に定める目的及び第 2条に定める基本理念にのっ

とり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めな

ければならない。  

 

 

 

（禁止区域） 

第 7条 市長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全のため、特に必要

と認められる区域を禁止区域として指定することができる。  

2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはなら

ない。ただし、事業区域及びその周辺区域の状況等により明らかに支障

がないと市長が判断した場合は、その限りではない。 

 

 

 

（区域の指定） 

第 8条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。  

(1) 地すべり防止法（昭和 33 年法律第 30号）第 3 条第 1 項の地すべり

防止区域 

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57

号）第 3条第 1項の急傾斜地崩壊危険区域 

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成 12年法律第 57号）第 9条第 1項の土砂災害特別警戒区域 

(4) 自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条

件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認

められるものとして、規則で定める区域  

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める区域 

 

 

 

（事前協議） 

第 9 条 事業者は、第 11 条第１項の規定による許可の申請をしようとす

るときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業に関する計画

について市長と協議しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (市民の責務) 

第5条 市民は、第3条第 1項の施策に協力しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民は『市の施策等に協力する』という目的は、同

じであるが、市条例は義務としている。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（周辺関係者への説明） 

第 10条 事業者は、次条第 1項又は第 13条第 1項の規定による許可の申

請をしようとする場合は、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじ

め説明会を開催するなど当該事業計画に関する計画（以下「事業計画」

という。）に関する周知について必要な措置を講じなければならない。  

2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について

周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。 

3 事業者は、第 1項の措置を行ったときは、規則で定めるところにより、

その結果を市長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

（特定事業の実施に係る許可)  

第 11条 事業者は、特定事業を実施しようとするときは、特定施設の設

置に着手する前に、市長の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画が記載された書類（以下

「事業計画書」という。）その他規則で定める書類を添付した許可申請

書を市長に提出しなければならない。 

3 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏

名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。） 

(2) 特定施設の設置に着手する予定日及び特定施設の設置が完了する予

定日 

(3) 事業区域の所在地及び面積 

(4) 特定施設の設置に係る工事の設計 

(5) 特定施設の維持管理の方法及び特定施設を廃止した後の措置の方法 

(6) 特定事業に係る資本費（特定施設の設置に係る工事費の総額をい

う。）及び第 23条に規定する損害賠償責任保険への加入に関する事項

（いずれも大規模特定事業に係る事業計画書に限る。） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明会） 

第 11条 第 7条又は第 8条の届出を行った事業者は、前条の閲覧期間内に、周辺住民に対して当該

届出に関する説明会（以下「説明会」という。）を開催しなければならない。ただし、事業計画を中止

した場合その他規則で定める場合はこの限りでない。 

6 事業者は、説明会において、参加者の十分な理解が得られるように努めなければならない。 

8 事業者は、説明会の終了後、速やかにその内容を記録した報告書を、市長に提出しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 (届出) 

第7条 計画面積が 1,000平方メートル以上の事業を行おうとする者は、当該事業を開始する前に、

事業計画を市長に届け出なければならない。 

 

 

 

市条例では、説明会の実施及びその報告書の提出

を義務付けている。 

また、参加者（周辺住民含む）の理解を得ることを

努力義務に規定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出と許可の違いはあるものの、事業実施前に事

業計画書を提出させることは同じである。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（許可の基準等)  

第 12条 市長は、前条第 1項の許可に係る申請があった場合において、

当該申請に係る事業が次の各号のいずれにも該当していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 

(1) 事業計画の内容が第 5条第 2項に規定する施設基準に適合している

こと。 

(2) 大規模特定事業にあっては、第 19条第 1項に規定する保証金の預入

がされ、同条第 3項に規定する市との質権設定契約が締結されているこ

と。 

2 市長は、前条第 1項の許可に、災害の発生の防止又は良好な自然環境

若しくは生活環境の保全のため必要な条件を付すことができる。 

3 市長は、前条第 1項の許可の申請に対して、許可の決定又は許可をし

ない決定をしたときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものと

する。 

 

 

 

（事業計画の変更の許可等)  

第 13条 第 11条第 1項の許可を受けた者（以下「許可事業者」という。）

は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、当該変更に伴

い生じる工事に着手する前に、規則で定めるところにより、市長の許可

を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするとき

は、この限りでない。 

(1) 特定施設の設置に係る規則で定める軽微な変更 

(2) 特定施設の維持管理の方法に係る変更 

(3) 特定施設を廃止した後の措置の方法に係る変更 

2 許可事業者は、前項ただし書に規定する変更をしたときは、遅滞なく、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

3 第 11条第 2項及び第 3項並びに前条の規定は、第 1項の許可について

準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事業計画の変更等) 

第8条 事業者は、前条の届出後において、事業計画の変更又は中止をしたときは、速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書届出後に変更等があった場合に、届出

を行うことは同じである。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（特定施設の設置の完了に係る検査)  

第 14条 許可事業者は、特定施設の設置（前条第 1項の変更に伴い生じ

る工事を含む。）が完了したときは、規則で定めるところにより、その

特定施設の設置が許可を受けた事業計画の内容に適合しているかどう

かについて、遅滞なく、市長の検査を受けなければならない。 

2 市長は、前項の検査の結果、特定施設の設置が許可を受けた事業計画

の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、そ

の旨を許可事業者に通知するものとする。 

3 許可事業者は、前項の通知を受ける前に許可に係る特定施設を稼動さ

せて電気事業者その他の者に電気を供給してはならない。 

 

 

 

（許可の取消し)  

第 15条 市長は、許可事業者が次のいずれかに該当するときは、第 11条

第 1項及び第 13条第 1項の許可を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により、第 11条第 1項又は第 13条第 1項の

許可を受けたとき。 

(2) 第 11条第 1項又は第 13条第 1項の許可に付した条件に違反したと

き。 

(3) 第 11条第 1項又は第 13条第 1項の許可に係る事業計画に従わない

で特定事業を実施したとき。 

(4) 第 11条第 1項又は第 13条第 1項の許可を受けた日から起算して 1

年を経過した日までに特定施設の設置に着手しなかったとき。 

(5) 第 11条第 1項又は第 13条第 1項の許可を受けた日から起算して 5

年を経過した日までに前条第 1項の規定に基づく検査を受けなかった

とき。 

(6) 前条第 1項の特定施設の設置の完了に係る検査を受けないで、又は

同条第 2項の通知を受けないで許可に係る特定施設を稼動させて電気

事業者その他の者に電気を供給したとき。 

(7) 第 19条第 1項の規定による保証金の預入をせず、又は同条第 3項の

規定による質権設定契約の締結をせずに大規模特定事業を実施したと

き。 

(8)  第 23条の規定による損害賠償責任保険（特定施設の設置に係る期

間中において、当該特定施設の設置を請け負う者が加入をする損害賠償

責任保険を含む。）への加入をせずに大規模特定事業を実施したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 (完了届) ※施行規則 

第14条 届出を行った事業者は、当該届出に係る事業を完了したときは、速やかに事業完了届出書を

市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

許可と届出の違いはあるものの、市条例施行規則に基

づき、事業完了後に完了届を提出する規定がある。 

それを受けて、関係職員において現地確認等を実施し

ている。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（特定施設設置完了後の定期報告)  

第 16条 事業者は、特定施設の設置が完了した後は、毎年度、次に掲げ

る事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければな

らない。 

(1) 前年度の特定施設に係る維持管理の状況 

(2) 特定施設を廃止した後の措置の方法 

(3) 第 5条第 3項各号に掲げる費用の確保の状況 

2 大規模特定事業を実施する事業者は、前項の報告を行う際に、併せて

規則で定める財務計算に関する諸表及び第 23条に規定する損害賠償責

任保険への加入を示す書類を市長に提出しなければならない。 

3 第 1項の報告は、特定施設を廃止した後に必要となる措置が完了する

まで行わなければならない。 

 

 

 

（廃止の届出） 

第 17 条 事業者は、特定施設を廃止しようとするときは、廃止しようと

する日の 30 日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届

け出なければならない。  

2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき特定施

設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、特定

施設の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して 30 日以内に

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

3 事業者は、その特定施設を廃止しようとするときは、特定施設の解体、

撤去及び廃棄その他規則で定める措置を講じなければならない。  

 

 

 

（特定事業の承継)  

第 18条 事業者より特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業者のこ

の条例の規定による地位を承継する。 

2 事業者について特定事業の全部の相続、合併又は分割（特定事業の全

部を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相続人が 2人

以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定

したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立し

た法人又は分割により特定事業の全部を承継した法人は、当該事業者の

この条例の規定による地位を承継する。 

3 前 2項の規定により事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で

定めるところにより、その旨を市長に届け出るとともに、土地の所有者

及び占有者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事業の譲渡等) 

第9条 事業者が他の者に事業の全部若しくは一部を譲り渡し、若しくは委託したとき、又は事業者に

変更があったときは、譲り受けた者、受託した者又は変更後の事業者は、速やかにその旨を市長に

届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を譲渡した場合等は、市長に届出を行うこと

としている。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保及び管理)  

第 19条 事業者（第 13条第 1項の規定に基づき変更後の事業計画が大規

模特定事業に該当することとなる事業者及び第 18条第 1項又は第 2項

の規定に基づき事業者の地位を承継した者を含む。以下この条から第

23条までにおいて同じ。）は、大規模特定事業の実施に当たっては、

適切に廃棄等費用を確保していることを保証するため、あらかじめ当該

事業に係る廃棄等費用に係る現金（以下「保証金」という。）を金融機

関に預入しなければならない。ただし、他の法律に基づく廃棄等費用の

積立制度の適用を受ける場合はこの限りではない。 

2 前項の規定による保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額

とする。 

(1) 事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に、発電出力 1キロ

ワット当たりの資本費（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法（平成 23年法律第 108号）第 67条に規定される

調達価格等算定委員会において示される調達価格（電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第1項に規定す

る調達価格をいい、事業者が実施しようとする特定事業に適用されるこ

ととなる年度のものをいう。以下同じ。）の算定に用いたものをいう。）

の 100分の 5に相当する額を乗じて得た額。ただし、令和 2年度以後の

調達価格の適用を受けることとなる特定事業を実施しようとする場合

にあっては、事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に 1キロワ

ット当たり 1万円を乗じて得た額とする。 

(2) 事業者が実施しようとする特定事業に係る資本費（第 11条第 3項第

6号に規定するものをいう。）の 100分の 5に相当する額又は当該特定

事業に係る廃棄等費用の見積額 

3 第 1項の規定により保証金を預入した者は、第 11条第 1項の規定に

基づく市長の許可を受けようとする者にあっては当該許可を受けるま

でに、当該保証金に係る預金債権について市を質権者とする質権を設定

するため、市と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につ

き、市に対抗要件を備えさせなければならない。 

4 第 13条第 1項の規定に基づき変更後の事業計画が大規模特定事業に該

当することとなる事業者に係る前項の規定の適用については、同項中

「第 11条第 1項」とあるのは「第 13条第 1項」と、「特定施設の設置」

とあるのは「特定施設の設置に係る事業計画の変更に伴い生じる工事」

と読み替えるものとする。 

5 第 18条第 1項の規定に基づき事業者の地位を承継した者に係る第 3項

の規定の適用については、同項中「第 11条第 1項の規定に基づく市長

の許可を受けようとする者にあっては当該許可を受けるまでに」とある

のは、「第 18条第 1項の規定により事業者の地位を承継した際に、特

定施設の設置に着手していない場合にあっては特定施設の設置に着手

するまでに、特定施設の設置に着手している場合にあっては第 18条第

3項の規定に基づく市長への届出を行った後速やかに」と読み替えるも 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

のとする。 

6 第 1項から第 4項までの規定は、既に大規模特定事業を実施している

事業者が新たに事業計画の変更（第 13条第 1項ただし書に規定する変

更を含む。）をすることにより預入をすべき保証金の額が増加する場合

の当該増加する額の預入について準用する。 

 

 

 

（大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保等に係る公表)  

第 20条 市長は、前条の規定に基づき事業者が保証金の預入をしたとき

は、当該預入をした旨及び当該保証金の額を公表するものとする。 

 

 

 

（保証金の使途)  

第 21条 保証金は、事業者が第 28条に基づく命令を受けたにもかかわら

ず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、

災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に著し

い支障が生じると認める場合は、当該保証金を市が行政代執行法（昭和

23年法律第 43号）第 2条又は同法第 3条第 3項の規定により災害の発

生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全をするために講

ずる措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するものに充てること

ができる。 

2 前項に規定する場合のほか、保証金は、事業者が廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 19条の 5第 1項又は同法

第 19条の 6第 1項の規定に基づく命令を受けたにもかかわらず、当該

命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、生活環境

の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、同法第 19条

の 8第 1項第 1号、第 3号又は第 4号の規定に該当すると認める場合は、

当該保証金を市が同項の規定により講ずる支障の除去等の措置に要す

る費用のうち廃棄等費用に該当するものに充てることができる。 

3 市長は、前 2項の措置を講じた場合において、保証金の額が当該措置

に要した費用の額より少ないときは、その差額を事業者に負担させるこ

とができる。 

4 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法並

びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 19条の 8第 5項において準

用する行政代執行法の規定の例によるものとする。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（質権設定契約の解除等)  

第 22条 市は、次に掲げる場合には、第 19条第 3項の規定により締結し

た質権設定契約を解除するものとする。 

(1) 第 12条第 3項（第 13条第 3項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、許可の申請に対して許可をしない決定をし、それを通知

したとき。ただし、大規模特定事業を実施していない場合に限る。 

(2) 第 13条第 1項の規定に基づく事業計画の変更により、変更後の特定

事業が大規模特定事業に該当しないこととなったとき。ただし、大規模

特定事業を実施している場合にあっては、災害発生の防止のために必要

な措置等がとられていると市長が認めるときに限る。 

(3) 第 15条の規定に基づき、特定事業の実施に係る許可を取り消したと

き。ただし、大規模特定事業を実施していない場合に限る。 

(4) 第 18条第 1項の規定による事業者の地位の承継があった場合におい

て、同項の規定により事業者の地位を承継した者と新たに第 19条第 5

項の規定により読み替えて適用する同条第 3項の規定に基づく質権設

定契約を締結したとき。 

(5) 特定施設の廃止に関する事業を完了したとき。 

2 事業者は、特定施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄

物の処理のために保証金を使用するとき、第 13条第 1項の規定に基づ

く事業計画の変更により預入をすべき保証金の額が減少するときその

他相当の理由があるときは、第 19条第 1項の規定により預入した保証

金の減額を市に申し入れることができる。 

3 前項の規定による申入れがあった場合において、市は、保証金を減額

したとしても適切に廃棄等費用が確保されていると認めるとき（保証金

の全額を減額する場合にあっては、特定施設の廃止に関する事業が完了

したと認めるとき、又は完了する見込みであると認めるとき）は、保証

金の減額をすることができる。 

4 市は、前項の規定により保証金の減額をする場合は、第 19条第 3項の

規定により締結した質権設定契約に係る手続その他の当該保証金の減

額に伴い必要となる手続を行うものとし、事業者はこれに協力するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入)  

第 23条 事業者は、大規模特定事業の実施に当たっては、特定施設の設

置に着手する日から特定施設を廃止する日までの間、当該大規模特定事

業の実施に起因して生じた他人の生命又は身体及び財産に係る損害を

填補する保険又は共済（以下「損害賠償責任保険」という。）への加入

をしなければならない。ただし、特定施設の設置に係る期間中の損害賠

償責任保険への加入にあっては、当該特定施設の設置を請け負う者が、

損害賠償責任保険への加入をすることで足りるものとする。 

2 第 13条第 1項の規定に基づき変更後の事業計画により当該特定事業が

大規模特定事業に該当することとなる事業者に係る前項の規定の適用

については、同項中「特定施設の設置」とあるのは「特定施設の設置に

係る事業計画の変更に伴い生じる工事」と読み替えるものとする。 

3 第 18条第 1項又は第 2項の規定に基づき事業者の地位を承継した者に

係る第 1項の規定の適用については、同項中「特定施設の設置に着手す

る日から特定施設を廃止する日までの間」とあるのは「第 18条第 1項

又は第 2項の規定により事業者の地位を承継した際に、特定施設の設置

に着手していない場合にあっては特定施設の設置に着手する日から特

定施設を廃止する日までの間、特定施設の設置に着手している場合にあ

っては事業者の地位を承継した日から特定施設を廃止する日までの間」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

（報告の徴収及び立入調査)  

第 24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し

て報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業者の事業所若しくは

事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。 

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 第 1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告及び立入調査） 

第 15条 市長は、不適正な事業活動の早期発見及び防止のために必要な限度において、事業者に報

告を求め、又は当該職員に事業に係る土地への立入調査を行わせることができる。 

2 前項の立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市条例に基づく、報告及び立入調査については同

じである。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（指導及び助言)  

第 25条 市長は、災害の発生の防止、又は良好な自然環境若しくは生活

環境の保全を図るため必要があると認めるときは、事業者に対して必要

な指導及び助言をすることができる。 

（勧告) 

第 26条 市長は、次に掲げる者に対し、期限を定めて、災害の発生の防

止のために、又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要

な措置その他の措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

(1) 第 5条第 2項の規定に違反して、施設基準に従わずに特定事業を実

施している者 

(2) 第 7条の規定に違反して、禁止区域を事業区域としている者 

(3) 第 11条第 1項又は第 13条第 1項の許可を受けずに、特定事業を実

施している者 

(4) 第 15条の規定により許可の取消しを受けた後も、特定事業を実施し

ている者 

(5) 第 16条の規定に違反して報告をせず、又は同条第 1項各号に掲げる

事項の報告について虚偽の報告をした者 

(6) 第 19条第 1項の規定に違反して保証金の預入をせず、又は同条第 3

項の規定に違反して市と質権設定契約を締結せずに大規模特定事業を

実施している者 

(7) 第 23条の規定に違反して、損害賠償責任保険（特定施設の設置に係

る期間中において、当該特定施設の設置を請け負う者が加入をする損害

賠償責任保険を含む。）への加入をせずに大規模特定事業を実施してい

る者 

(8) 第 24条第 1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出を

せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若

しくは虚偽の資料の提出をした者 

(9) 第 24条第 1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

(10) 特定施設若しくは事業区域の維持管理が適切になされておらず、又

は極めて不完全であるために、災害が発生し、又は自然環境若しくは生

活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長が認める場合におい

て、当該事業区域で特定事業を実施している者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導及び勧告） 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対し必要な指導又は勧告をするこ

とができる。 

(1) 第7条の届出を怠った場合 

(2) 第7条の事業計画に明示されていない事業を行っている場合 

(3) 第 11条第1項又は第5項の説明会を開催しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市条例に基づいて、指導・勧告することができる

ことは同じである。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（公表)  

第 27条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わな

かったときは、その旨及び勧告に従わない者の氏名又は名称を公表する

ことができる。  

（命令） 

第 28条 市長は、第 26条に規定する勧告を受けた者が、前条の規定によ

りその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、災害の発

生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に著しい支障が

生じると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべき

ことを命ずることができる。 

 

 

 

 

 

（規則への委任） 

第 29 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。  

 

附 則 

（施行期日） 

第 1条 この条例は、公布の日から起算して 60日を超えない範囲内にお

いて規則で定める日から施行する。  

 

（第 5条第 2項の施設基準の遵守に係る経過措置） 

第 2条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に特定施設の

設置に着手している特定事業（特定施設の設置を完了している特定事業

を含む。以下同じ。）については、施行日から起算して 60日を経過し

た日以後に事業計画の変更（第 13条第 1項ただし書の適用を受けるも

のを除く。）が行われるまでの間は、第 5条第 2項の規定は、適用しな

い。 

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日以後は、第 5条第 2項に規

定する施設基準の趣旨を考慮して、前項の規定の適用を受ける特定事業

について、第 25条の規定に基づく指導及び助言を行うことができるも

のとする。 

 

（第 5条第 3項の費用の確保に係る経過措置） 

第 3条 施行日前に特定施設の設置に着手している特定事業に係る第 5条

第 3項の規定の適用については、同項中「確保しなければならない」と

あるのは、「確保するように努めなければならない」とする。 

 

 

（必要な措置等） 

第 17条 市長は、第14条第4項の求めに応じない場合は、事業者に対して、必要な措置を講ずるよ

う命ずることができる。 

2 市長は、事業者が前項の命令に従わず、かつ、市民に重大な被害をもたらした場合は、安全な生活

環境を守るために必要な措置を講ずるものとする。 

（公表） 

第18条 市長は、第16条の勧告に事業者が応じない場合又は次の各号に掲げる場合において、特に

必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。 

(1) 第 12条第5項の規定による事業計画の変更の求めに応じない場合 

(2) 第 15条第 1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の調査を正当な理由なく

拒み、若しくは妨げた場合 

(3) 第 17条第1項の命令に従わない場合 

 

 

 

 

 

 

 

市条例に基づいて命令を行い、その命令に応じな

い場合に、その内容を公表することができること

は同じである。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（第 7条の禁止区域に係る経過措置） 

第 4条 施行日前に特定施設の設置に着手している特定事業については、

施行日から起算して 60日を経過した日以後に事業計画の変更（第 13条

第 1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。）が行われるまでの

間は、第 7条の規定は、適用しない。 

 

（第 10条第 1項の事業計画に係る経過措置） 

第 5条 次条第 2項の規定の適用を受ける特定事業については、施行日か

ら起算して 60日を経過した日において実際に事業者が有していた事業

計画を第 10条第 1項に規定する事業計画であるとみなして、この条例

の規定を適用する。 

2 市長は、前項の施行日から起算して 60日を経過した日において実際に

事業者が有していた事業計画の内容を把握するため、第 24条第 1項の

規定に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査の権限を適

切に行使するものとする。 

 

（第 11条第 1項の特定事業の実施に係る許可についての経過措置） 

第 6条 第 11条第 1項の規定に基づく許可は、施行日から起算して 60日

を経過した日以後に特定施設の設置に着手する特定事業について要す

るものとする。 

2 施行日から起算して60日を経過した日前に特定施設の設置に着手して

いる特定事業については、同項の許可を受けていないことをもってこの

条例に違反しているものとは扱わないものとする。 

3 前項の規定により第 11条第 1項の許可を受けていないことをもってこ

の条例に違反しているものとは扱わないものとされた特定事業につい

て、施行日から起算して 60日を経過した日以後に事業計画の変更（第

13条第 1項各号に掲げる変更を除く。）が行われるときは第 13条第 1

項の規定による事業計画の変更の許可を受けなければならないものと

する。 

4 第 2項の規定により第 11条第 1項の許可を受けていないことをもって

この条例に違反しているものとは扱わないものとされた特定事業につ

いて、施行日から起算して 60日を経過した日以後に事業計画の変更（第

13条第 1項各号に掲げる変更に限る。）が行われるときは、第 13条第

2項の規定による届出は要しないものとする。 

5 第 3項の規定により第 13条第 1項の規定による事業計画の変更の許可

を受けた場合においては、その許可を受けた者は、第 14条及び第 15条

の規定の適用に当たっては、許可事業者であるものとみなす。 

 

（第 16条の特定施設設置完了後の定期報告に係る経過措置） 

第 7条 第 16条の規定は、特定施設の設置に着手した時期にかかわらず、

全ての事業者について適用するものとする。 
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議員提出条例案 飯塚市自然環境保全条例 照合結果 

 

（第 17条の特定施設の廃止に係る届出についての経過措置） 

第 8条 第 17条の規定は、特定施設の設置に着手した時期にかかわらず、

全ての事業者について適用するものとする。ただし、施行日から起算し

て 30日以内に特定施設を廃止しようとする場合は、この限りでない。 

 

（第 19条の大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保及び管理に係る経過

措置） 

第 9条 施行日前に特定施設の設置に着手している特定事業については、

施行日から起算して 60日を経過した日以後に事業計画の変更（第 13条

第 1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。）が行われるまで間

は、第 19条の規定は、適用しない。 

 

（第 23条の大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入に係る経過

措置） 

第 10条 施行日前に特定施設の設置に着手している特定事業については、

施行日から起算して 60日を経過した日以降に事業計画の変更（第 13条

第 1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。）が行われるまで間

における第 23条第 1項の適用については、同項中「加入をしなければ

ならない」とあるのは「加入をするよう努めなければならない」と、「加

入をする」とあるのは「加入をするよう努める」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




